
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
室
」
を
「
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
」
に
、
「
学
校
教
育
課

」
を
「
義
務
教
育
課
、
高
校
教
育
課
」
に
改
め
、
「
人
権
教
育
課
」
の
下
に
「
、
い
じ
め
・
不
登
校
対

策
課
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

課

室

教
育
政
策
課

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
室

第
六
条
第
八
号
中
「
室
及
び
課
内
室
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
」
を
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
中
「
施
設
整
備
課
」
を

「
教
育
政
策
課
及
び
施
設
整
備
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第

二
十
一
号
」
を
「
第
二
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
中
第
十
七
号
を
第
十
六

号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
事
務
局

」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
五

号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
局
の
職
員
、
県
立
学
校
の
職
員
、
県
費
負
担
教
職
員
及
び
教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
「
教

職
員
」
と
い
う
。
）
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
醸
成
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

委
員
会
に
対
す
る
公
益
通
報
（
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
通
報
の
う
ち
、
教
職
員
の
職
務
執
行

の
適
正
の
確
保
等
に
関
す
る
も
の
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
推
進
に
関
す
る
事
務
で
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

四

地
教
行
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

五

徳
島
県
教
育
振
興
計
画
の
推
進
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
分
掌
事
務
）

第
六
条
の
二

教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

教
育
Ｄ
Ｘ
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

三

教
職
員
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
指
導
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

四

シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
運
用
管
理
に
関
す
る
こ
と
。



五

情
報
モ
ラ
ル
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
四
第
九
号
中
「
特
別
支
援
教
育
課
」
を
「
教
育
創
生
課
及
び
特
別
支
援
教
育
課
」
に
改
め

る
。第

九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
課
の
分
掌
事
務
）

第
九
条

義
務
教
育
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
幼
稚
園
（
以
下
「
小
学
校
等
」
と
い
う

。
）
の
学
校
教
育
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

二

小
学
校
等
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

小
学
校
等
の
教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

小
学
校
等
の
学
習
指
導
及
び
行
動
支
援
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
。

五

小
学
校
等
の
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
及
び
教
具
に
関
す
る
こ
と
。

六

小
学
校
等
の
学
校
図
書
館
そ
の
他
の
教
育
環
境
の
整
備
計
画
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

小
学
校
等
の
教
育
研
究
指
定
校
等
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
八

小
学
校
等
の
教
職
員
、
児
童
及
び
生
徒
の
研
究
物
及
び
作
品
の
選
賞
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の

分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

県
立
中
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
生
徒
の
入
学
、
転
学
及
び
退
学
に
関
す

る
こ
と
。

十

そ
の
他
小
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
で
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

十
一

小
学
校
等
の
外
国
語
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

小
学
校
等
の
国
際
理
解
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

小
学
校
等
の
文
化
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

小
学
校
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

小
学
校
等
の
消
費
者
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

小
学
校
等
の
教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

著
作
権
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

徳
島
県
藍
青
賞
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
に
基
づ
く
藍
青
賞
の

授
与
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

義
務
教
育
課
及
び
高
校
教
育
課
の
庶
務
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
を
第
九
条
の
三
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
高
校
教
育
課
の
分
掌
事
務
）

第
九
条
の
二

高
校
教
育
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
学
校
教

育
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

高
等
学
校
等
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

高
等
学
校
等
の
教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

高
等
学
校
等
の
学
習
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



五

高
等
学
校
等
の
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
及
び
教
具
に
関
す
る
こ
と
。

六

高
等
学
校
等
の
学
校
図
書
館
そ
の
他
の
教
育
環
境
の
整
備
計
画
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

高
等
学
校
等
の
教
育
研
究
指
定
校
等
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）
。

八

高
等
学
校
等
の
教
職
員
及
び
生
徒
の
研
究
物
及
び
作
品
の
選
賞
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
課
程
、
学
科
等
の
設
置
及
び
廃
止
に

関
す
る
こ
と
。

十

県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
生
徒
の
入
学
、
転
学
及
び
退
学
に
関

す
る
こ
と
。

十
一

寄
宿
舎
（
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
を
含
み
、
特
別
支
援
学
校
の
寄
宿
舎
を
除
く
。

）
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

そ
の
他
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
で
他
課
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

十
三

高
等
学
校
等
の
外
国
語
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

高
等
学
校
等
の
国
際
理
解
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

高
等
学
校
等
の
文
化
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

高
等
学
校
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

高
等
学
校
等
の
消
費
者
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

高
等
学
校
等
の
教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

人
権
教
育
課
及
び
い
じ
め
・
不
登
校
対
策
課
の
庶
務
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
い
じ
め
・
不
登
校
対
策
課
の
分
掌
事
務
）

第
十
条
の
二

い
じ
め
・
不
登
校
対
策
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

い
じ
め
問
題
対
策
及
び
不
登
校
支
援
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

生
徒
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
中
「
事
務
局
の
」
及
び
「
室
並
び
に
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
事
務
局
に
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
表
室
長
の
項
組
織
の
欄
及
び
職
務
の
欄
中
「
室
」
を
「
課
内
室
」
に
改
め
、
同
表
学
力

向
上
推
進
室
長
の
項
、
い
じ
め
問
題
等
対
策
室
長
の
項
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
文
化
創
造
幹
の
項
及
び
Ｇ
Ｉ

Ｇ
Ａ
・
消
費
者
教
育
担
当
室
長
の
項
を
削
り
、
同
表
主
幹
の
項
中
「
事
務
局
又
は
」
を
削
り
、
同
表
課

長
補
佐
の
項
中
「
重
要
施
策
若
し
く
は
」
を
「
委
員
会
の
重
要
施
策
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
技
術
」

を
削
り
、
同
表
室
長
補
佐
の
項
中
「
室
及
び
」
を
削
り
、
「
重
要
施
策
若
し
く
は
」
を
「
委
員
会
の
重

要
施
策
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
技
術
」
を
削
り
、
同
表
主
査
の
項
、
主
席
の
項
、
主
任
の
項
、
主
任

主
事
の
項
及
び
主
事
の
項
中
「
又
は
技
術
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
及
び
室
長
（
同
条
に
規
定
す
る
室
長
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し

、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
業
務
」
を
「
分
掌
事
務
」
に
改
め
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五

号
と
し
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

前
条
に
規
定
す
る
課
の
分
担
事
務
は
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
所
属
職
員
の
分
掌
事
務
）

第
二
十
一
条

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
職
員
の
分
掌
事
務
は
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で

削
除

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
同
表
の
相
当
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当

該
機
関
」
を
「
当
該
教
育
機
関
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
表
企
画
幹
の
項
及
び
主
幹
の
項
中
「
当
該
」
を
削
り
、
同
表
室
長
の
項
を
削
り
、
同

表
課
長
補
佐
の
項
中
「
特
に
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
事
務
、
技
術
又
は
専
門
的
事
務
」

を
「
教
育
機
関
の
重
要
施
策
又
は
重
要
事
業
の
推
進
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、
同
表
室
長
補
佐
の
項

を
削
り
、
同
表
主
査
の
項
中
「
又
は
技
術
」
を
削
り
、
同
表
係
長
の
項
中
「
当
該
」
及
び
「
又
は
係
の

事
務
」
を
削
り
、
同
表
主
席
の
項
及
び
主
任
の
項
中
「
又
は
技
術
若
し
く
は
専
門
的
事
務
」
を
削
り
、

同
表
主
事
の
項
中
「
又
は
技
術
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
中
「
、
庶
務
」
を
「
及
び
庶
務
」
に
改
め
、
同
条
の
表
徳
島
県
学
校
運
営
協
議
会
の
項

中
「
学
校
教
育
課
」
を
「
高
校
教
育
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
、
庶
務
」
を
「
及
び
庶
務
」
に
改
め
、
同
条
の
表
徳
島
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議

会
の
項
中
「
学
力
向
上
推
進
室
」
を
「
義
務
教
育
課
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
い
じ
め
問
題
等
対
策
審

議
会
の
項
中
「
い
じ
め
問
題
等
対
策
室
」
を
「
い
じ
め
・
不
登
校
対
策
課
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
さ
れ
た
出
勤
の
記
録
は
、
所
属
長
が
指
名
す
る
者
が
管
理
す
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
課
長
、
室
長
及
び
課
内
室
長
、
県
立
学
校
長
そ

の
他
の
教
育
機
関
の
長
並
び
に
」
を
「
所
属
長
及
び
」
に
、
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
二
項
又
は
第

三
項
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
教
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

徳
島
県
教
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
事
務
局
」
を
「
課
（
徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和

四
十
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
に
改
め
、
「
並
び
に
県
立
学
校
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

責
任
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
課
及
び
教
育
機
関
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


